
チェックリスト（「福岡県版気候風土適応住宅の基準（解説）」より抜粋）

	○作成者に関する項目

	作成者
	資格
	□一級建築士　□二級建築士　□木造建築士

	
	作成者名
	

	
	
	

	○外皮基準に関する項目

	
	基準値
	設計値
	チェック

	A 地域区分
	
	□左欄記入

	B 外皮平均熱貫流率（UA値）※１
	
	
	□適　□不適

	C 冷房期平均日射熱取得率（ηAC）※１
	
	
	□適　□不適

	
	
	
	

	○福岡県版気候風土適応住宅の基準（第二号）に関する項目

	
	チェック
	補足

	イ
	(1)
	建築士の設計に係るものであること
	□
	全てに✓が必要

	
	(2)
	木造の一戸建ての住宅であること
	□
	

	
	(3)
	(ⅰ)
	ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合にあっては、延べ面積が300㎡以下であること
	□
	いずれか１つに✓が必要

	
	
	(ⅱ)
	ロ(4)に該当する場合にあっては、延べ面積が200㎡以下であること
	□
	

	ロ
	(1)
	外壁の過半が貫工法等を用いたものであること
	□
	いずれか１つに✓が必要

	
	(2)
	石場建て、足固め等を用いたもので、床下が開放的であること
	□
	

	
	(3)
	墨付け及び手刻みによる伝統的な継手仕口を用いたもので、構造材が現しであること
	□
	

	
	(4)
	外壁の3分の１以上に掃き出し窓等の木製建具が設けられていること
	□
	

	ハ
	(1)
	屋根の過半が瓦で葺かれていること
	□
	いずれか３つ以上に✓が必要

	
	(2)
	外壁の過半に深い軒等（0.9m以上）が設けられていること
	□
	

	
	(3)
	居室と外部の間に縁側が設けられていること
	□
	

	
	(4)
	内壁の過半が漆喰等の塗壁であること
	□
	

	
	(5)
	畳の間（8畳以上）又は土間（5㎡以上）が設けられていること
	□
	

	
	
	□ 畳の間（８畳以上）　□ 土間（5㎡以上）
	
	

	
	(6)
	構造材、造作材に福岡県内加工材の無垢材が10ｍ３以上使用されていること
	□
	

	
	
	

	○その他の項目
	チェック

	福岡県版気候風土適応住宅の基準（第二号）の取り扱い（p12～33）を確認しました。
	□

	チェックリストの内容の確認に必要な図書、書類を作成し、チェックリストに添付しました。
	□

	建築物省エネ法第6条に基づき、建築主に説明を行いました。
	□

	チェックリストに記載の事項は、事実に相違ありません。
	□



※1　実際の外皮性能（外皮平均熱貫流率（UA値）又は冷房期平均日射熱取得率（ηAC））を計算し、記入をしてください。また、福岡県版気候風土適応住宅においては、UA値又はηACのいずれか若しくはその両方が不適合となりますが、可能な限り省エネ性能の向上に努めてください。なお、確認申請や省エネ適判における「一次エネルギー消費量」の計算にあっては、仕様基準相当の外皮性能によって評価してください。
